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【誤訳訂正書】
【提出日】平成26年10月22日(2014.10.22)
【誤訳訂正１】
【訂正対象書類名】特許請求の範囲
【訂正対象項目名】全文
【訂正方法】変更
【訂正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
　自動車用の内燃機関であって、前記内燃機関は、少なくとも一つの作動シリンダー（１
１，１２，１３，１４）を有する軽鋳造金属から作られたシリンダーハウジング（１０）
を有し、粗面鋳造から成りかつ前記作動シリンダー（１１，１２，１３，１４）に一体的
に鋳造された少なくとも一つのシリンダー胴部（１５，１６，１７，１８）を有するもの
であり、
　前記シリンダーハウジング（１０）が、少なくとも一つの冷却チャンネル（１９，２０
，２１）と、二つの隣接した前記シリンダー胴部（１５、１６，１７，１８）の間に少な
くとも一つのシリンダーブリッジ（２４，２５，２６）とを有し、前記冷却チャンネル（
１９，２０，２１）が、前記シリンダー胴部（１５，１６，１７，１８）に少なくとも部
分的に隣接し、かつ少なくとも部分的に前記シリンダーブリッジ（２４，２５，２６）を
貫くことを特徴とする、内燃機関。
【請求項２】
　前記冷却チャンネル（１９，２０，２１）は、前記シリンダーハウジング（１０）の材
料及び前記シリンダー胴部（１５，１６，１７，１８）の材料を少なくとも部分的に取り
除くことにより作られることを特徴とする、請求項１に記載の内燃機関。
【請求項３】
　前記冷却チャンネル（１９，２０，２１）が、前記シリンダー胴部が一体的に前記作動
シリンダー内に鋳造された後に形成されるものであることを特徴とする、請求項１または
２に記載の内燃機関。
【請求項４】
　前記冷却チャンネル（１９，２０，２１）が、穿孔として設計されることを特徴とする
、請求項１から３の一項に記載の内燃機関。
【請求項５】
　前記シリンダーハウジング（１０）が、少なくとも部分的に軽ダイカスト金属から成る
ことを特徴とする、請求項１から４の一項に記載の内燃機関。
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【請求項６】
　自動車用の内燃機関を生産する方法であり、前記内燃機関は、軽鋳造金属から作られた
シリンダーハウジング（１０）を有し、及び粗面鋳造から成る少なくとも二つのシリンダ
ー胴部（１５，１６，１７，１８）を有している方法であって、
　前記シリンダーハウジング（１０）が、少なくとも一つの冷却チャンネル（１９，２０
，２１）と、二つの隣接した前記シリンダー胴部（１５、１６，１７，１８）の間に少な
くとも一つのシリンダーブリッジ（２４，２５，２６）とを有し、前記冷却チャンネル（
１９，２０，２１）が、前記シリンダー胴部（１５，１６，１７，１８）に少なくとも部
分的に隣接し、かつ少なくとも部分的に前記シリンダーブリッジ（２４，２５，２６）を
貫く、方法。
【誤訳訂正２】
【訂正対象書類名】明細書
【訂正対象項目名】００１２
【訂正方法】変更
【訂正の内容】
【００１２】
　冷却チャンネルは穿孔として設計されるのが特に好ましい。冷却チャンネルの生産がこ
れにより簡単化され得る。
【誤訳訂正３】
【訂正対象書類名】明細書
【訂正対象項目名】００３１
【訂正方法】変更
【訂正の内容】
【００３１】
　冷却チャンネル２１は穿孔として設計される。冷却チャンネル２１は架橋冷却孔として
設計される。冷却チャンネル２１は追加的に挿入された冷却チャネルとして設計される。
これは、冷却チャンネル２１が、シリンダー胴部１７，１８が作動シリンダー１４に一体
的に鋳造された後、形成されることを意味する。冷却チャンネル２１は、シリンダー胴部
１７，１８が一体的に鋳造される時シリンダーブリッジ２６に挿入される。又数個の冷却
チャンネルが一つのシリンダーブリッジを貫く事が基本的に考えられうる。
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